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◆ 出展資格 

●食品の出展には以下の書類が必要です。 

①出展者所在地の所轄保健所による営業許可証の写し（コピー） 

②検便受診証明書の写し（コピー） 

 

◆ 出展品 

●出展品は、出展者自身が製造した出展品に限ります。 

●出展品は、予め個別包装（簡易包装を含む）がされているもので、商品名・原材料名 

  （アレルゲンは特に記載）・製造年月日・製造者名・製造者住所を記載してください。 

●農産物は、出展者自身が栽培したもので上記と同じく商品名、生産者名、住所を簡易 

  包装など個別包装した出展物に記載してください。また、キノコ類は自家栽培したもの 

  に限り出展可です。 

●水産物は、生もの以外の乾物で個別包装したものとし、上記と同じく商品名・製造年月

日・製造者名・製造者住所を記載してください。 

●飲食物は、通常飲食店営業をされている方で、飲食営業許可を有する方に限ります。 

 

◆ その他 

上記以外であっても、こんぴら手づくり市実行委員会が食品販売 として不適当と判断し

た場合は、販売を中止していただくことがあります。 

また、違反が認められた場合、出展を取り消すことがあります。（先述の理由で出展を取消

された場合、出展料はお返しいたしませんので悪しからずご了承下さい） 

※飲食物を出展希望の方、『ONEDAY CAFE』 に出展希望の方はお申込み前に実行

委員会にご相談下さい。 

 


